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第16回 新潟医療福祉学会学術集会

病院情報システム(HIS)のユーザーインタ
ーフェース設計理解のためのプレゼンテー
ション用ソフトウェアの開発 
 
 
井上弘樹 1) 
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 

 
【背景・目的】新潟医療福祉大学医療情報管理学科は、学

科内の医療情報実習室(バーチャルホスピタル)における

HIS 端末操作授業 1)の前に、病院情報管理について座学で

の授業を実施している。ユーザーインターフェースの設計

の些細な差異が、そのソフトウェアのユーザビリティに多

大な影響を及ぼすことは一般に言われていることである。

HIS における詳細な機能仕様策定に際しユーザーインタ

ーフェースの設計の重要性を座学形態で学習する際、一般

には文字やチャート・スライドを用い示説することなどが

行われるものと推察されるが、初学者にとって具体的なイ

メージを掴むことが必ずしも容易であるとは限らないこ

とが考えられる。2)そこで HIS の操作画面のユーザーイン

ターフェース設計の重要性に関して理解を深めてもらう

目的で、今回プレゼンテーション用ソフトウェア(以下本

ソフト)の開発を行った。 
 
【方法】HIS のユーザーインターフェースとそのユーザビ

リティの良否を体感することは、その後に開講される実機

端末操作授業にて行うことができるので、本ソフトは主に

画面上でのデモ動作を想定した。具体的には HIS のユーザ

ーインターフェース設計で誤りやすいと考えられる失敗

事例を５つ揚げ、それぞれの事例について操作画面を例示

し、ユーザーに実際に画面を操作してもらい、それぞれの

欠陥部分について考えてもらう形態を取っている。画面操

作に行き詰まる場合もあるので、事例によっては脱出用の

ボタンを設置している。また解説、正解（改正後）の画面

を表示できるようにしている。用いた事例は以下のような

ものである。①画面内でのコントロール配置のサイズと位

置についての事例②画面に表示する適切な文言の有無に

ついての事例③表示画面と操作設定画面についての事例

④文字情報入力の際の編集機能に関する事例⑤ウィンド

ウ表示についての事例、である。上記のような失敗事例、

欠陥事例を架空の画面上で操作してもらうことにより、学

習者が HIS のユーザーインターフェース設計の重要性を

理解することを助けることを狙いとした。動作時の可視性

を担保するため、画面表示や配置する文字やボタンは可及

的に単純化し、大きくすることを念頭に設計・開発した。 

 
【結果】本ソフトの操作画面の概略は次のようなものであ

る。初期画面において事例メニューを示し、各事例を選択

すると、選択された事例に応じた架空の HIS ユーザーイン

ターフェース画面が表示される。一画面に表示される事例

は 1つである。同画面で学習者に架空の操作をしてもらい、

それぞれの事例におけるユーザビリティを体感してもら

った後、訂正(改良・是正)された画面に切り替えて、前後

で操作を比較することができる。 
 
【考察】著者の知る限り、医学分野において本ソフトと同

様の機能と立ち位置にあるアプリケーションに関しての

文献・報告は極めて乏しかった。臼井ら 3)によると、医療

情報学を専門とするにあたり必要とされる情報科学の知

識と技術のうち、ヒューマンインターフェース設計に携わ

る能力が電子カルテを構築したシステム開発企業からも

求められているという。巷の OS ベンダーにおいては、ユ

ーザーインターフェース設計に関する詳細なガイドライ

ンを公表しているものもあるが 4,5)、それらは比較的容易

に入手できるものである反面、多量かつ詳細にわたるドキ

ュメントとして供給されており、初学者による読破は容易

ではないものと考えられる。本ソフトはユーザーインター

フェース画面を単純化しているものの、通常のスライドよ

りも一歩進んで概略を動的に視覚的に説明するには適し

ていることが推察される。また、エンドユーザーディベロ

ッピングによる改造の即応性、費用の廉価性を有すること

も大きな利点である。今後、本ソフトに付与すべき機能と

して、当該インターフェースの好ましくない点を操作者に

具体的に指摘させたり、あるいはクイズ形式を取り入れる

などして答え合わせを出来るようにした方が、本ソフト自

体のユーザビリティも向上するものと思われる。 
 

【結論】HIS のユーザビリティを考慮したユーザーインタ

ーフェースの設計の重要性をに関する理解を深めるため

のプレゼンテーション用ソフトウェアの開発を行った。 
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カリキュラム変更による卒業時保健師実践
能力到達度の変化–「集団/地域を対象とし
た基礎的実践能力」の H25・26・27 年度比
較- 
 
 
宇田優子 1)、稲垣千文 1)、和田直子 1)、中山和美 1)、坪川

麻樹子 1)、小山歌子 1) 

1) 新潟医療福祉大学看護学科 

 

【背景・目的】「看護教育の内容と方法に関する検討会報

告書（以下、報告書とする）」1)では、保健師に求められ

る実践能力を 5つ設定し、能力獲得ができる教育を求めて

おり、指定規則が変更になった。本学では 3 年次に 3単位

行っていた実習を H24 年度入学生から 2 単位増加（2年次

1 単位、4 年次 1 単位）し 5 単位とした。そこで「集団/

地域を対象とした基礎的実践能力」の到達度を H25・26

年度卒業生とH24年カリキュラムで学んだH27年度卒業生

で比較したので報告する。 

 

【方法】調査方法：H25・26・27 年度卒業見込みのＡ大学

看護学科 4年生を対象に H26・27・28 年 2 月に集合自記式

質問紙調査を行った。 

調査内容：報告書 1)にある「保健師に求められる実践能力

と卒業時の到達目標と到達度（集団/地域）」を使用した。

大項目ⅠとⅡ(表１)を合わせて「基礎的実践能力」と本研

究では定義した。到達度は各実践能力小項目別に設定され

ている、「Ⅰ．少しの助言で自立して実施できる」「Ⅱ．指

導のもとで実施できる（指導保健師や教員の指導のもとで

実施できる）」「Ⅲ．学内演習で実施できる（事例等を用い

て模擬的に計画を立てたり実施できる）」「Ⅳ．知識として

わかる」を、「できる」「概ねできる」「あまりできない」

「できない」の 4件法で行った。 

倫理的配慮：新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を得て行

い、対象者へは研究の意図及び倫理的配慮の内容を文書と

口頭で説明し、同意書にて同意を得て行った。 

 

【結果及び考察】配布256名回答 255名（回収率99.6％）。

小項目数は 37 項目である(表 1)。報告書 1)では小項目毎

に「学生 80％以上の到達」を目標に教育するように示し

ているため、「できる」「概ねできる」を到達していると定

義し、両者の合計で到達率を算定した。H27 年度の到達率

80％以上は 31 項目であった。80％未満の項目は 3 年間で

若干変動は有るが、ほぼ同じ項目であった。旧カリキュラ

ム課程で学んだ学生を対象とする鈴木ら 2）の結果では到

達率 80％以上 7 項目であり、本学の場合はそれよりも良

いが、カリキュラム変更前後で変化が無いことから、改善

を図るためには保健師教育科目の学年配置や講義・演習・

実習内容の検討が必要なことが示唆された。 

 

【結論】「地域保健活動の基礎的実践能力」は、報告書 1)

が求める水準の 8割に達しているが、カリキュラム改正前

後で変化は無かった。実習配置年度や選抜制による少人数

教育等の検討が必要である。 
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表1　集団/地域を対象とした基礎的実践能力のｈ25・ｈ26・27年度卒業生の到達状況の比較　ｎ=255 単位％

到達度

H25

(n=82)

H26

（ｎ=90）

H27

（ｎ=83）

大項目１．地域の健康課題の明確化と計画・立案する能力

中項目１．地域の健康課題を明らかにし、解決・改善策を計画・立案する

小項目A．地域の人々の生活と健康を多角的・継続的にアセスメントする

1 身体的・精神的・社会文化的側面から客観的・主観的情報

を収集し、アセスメントする
Ⅰ 97.5 100.0 95.2

2 社会資源について情報収集し、アセスメントする Ⅰ 81.7 95.6 88.0

3 自然および生活環境（気候・公害等）について情報を収集

し、アセスメントする
Ⅰ 81.7 92.2 91.6

4 対象者及び対象者の属する集団を全体として捉え、アセス

メントする
Ⅰ 91.5 98.9 95.2

5 健康問題を持つ当事者の視点を踏まえてアセスメントする Ⅰ 91.5 100.0 95.2

6 系統的・経時的に情報を収集し、継続してアセスメントする Ⅰ 87.8 90.0 90.4

7 収集した情報をアセスメントし、地域特性を見いだす Ⅰ 80.5 96.7 92.8

小項目Ｂ．地域の顕在的、潜在的健康課題を見出す

8 顕在化している健康課題を明確化する Ⅰ 87.8 96.7 90.4

9 健康課題を持ちながらそれを認識していない・表出し
ない・できない人々を見出す

Ⅱ 64.7 82.2 72.3

10 顕在化している健康課題を見出し、今後起こり得る健康課

題を予測する
Ⅱ 76.8 91.1 84.3

11 地域の人々の持つ力（健康課題に気づき、解決・改善、健

康増進する能力）を見出す
Ⅰ 78.1 85.6 92.8

小項目C．地域の健康課題に対する支援を計画・立案する

12 健康課題について優先順位をつける Ⅰ 90.2 96.7 95.2

13 健康課題に対する解決・改善に向けた目的・目標を設定す

る
Ⅰ 85.4 97.8 92.8

14 地域の人々に適した支援方法を選択する Ⅰ 86.6 86.7 89.2

15 目標達成の手順を明確にし、実施計画を立案する Ⅰ 86.6 92.2 88.0

16 評価の項目・方法・時期を設定する Ⅰ 80.5 87.8 91.6

大項目２．地域の健康増進力を高める「個人・集団」等への継続的支援と協働・組織活動及び評価する能力

中項目２．地域の人々と協働して、健康課題を解決・改善し、健康増進能力を高める

小項目D．活動を展開する

17 地域の人々の生命・健康、人間としての尊厳と権利を守る Ⅰ 97.5 98.9 97.6

18 地域の人々の生活と文化に配慮した活動を行う Ⅰ 95.1 96.7 96.4

19 プライバシーに配慮し、個人情報の収集・管理を適切に行

う
Ⅰ 96.3 100.0 97.6

20 地域の人々の持つ力を引き出すよう支援する Ⅱ 81.7 88.9 89.2

21 地域の人々が意思決定できるように支援する Ⅱ 80.5 84.4 81.9

22 訪問・相談による支援を行う Ⅱ 73.2 74.4 81.9

23 健康教育による支援を行う Ⅱ 87.8 93.3 95.2

24 地域組織・当事者グループ等を育成する支援を行う Ⅲ 67.1 88.9 75.9

25 活用できる社会資源、協働できる機関・人材について、情

報提供する
Ⅰ 68.3 81.1 83.1

26 支援目的に応じて社会資源を活用する Ⅱ 58.5 83.3 74.7

27 当事者と関係職種・機関でチームを組織する Ⅱ 70.7 74.4 68.7

28 個人/家族支援、組織的なアプローチ等を組み合わ
せて活用する

Ⅱ 69.5 81.1 78.3

29 法律や条例等を踏まえて活動する Ⅰ 53.6 63.3 78.3

30 目的に基づいて活動を記録する Ⅰ 89.0 95.6 94.0

小項目E．地域の人々・関係者・機関と協働する

31 協働するためのコミュニケーションをとりながら信頼関係を

築く
Ⅱ 96.3 97.8 96.4

32 必要な情報と活動目的を共有する Ⅱ 97.5 95.6 95.2

33 互いの役割を認め合い、ともに活動する Ⅱ 93.9 95.6 95.2

F．活動を評価・フォローアップする

34 活動の評価を行う Ⅰ 86.6 95.6 96.4

35 評価結果を活動にフィードバックする Ⅰ 86.6 93.3 86.7

36 継続した活動が必要な対象を判断する Ⅰ 81.7 86.7 89.2

37 必要な対象に継続した活動を行う Ⅱ 81.7 87.8 84.3

到達率実践能力
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